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「庭園の秋」
　写真は掬翠園と呼ばれ、栃木県
鹿沼市のほぼ中心に位置し、近く
には市役所、今宮神社などがあり
ます。庭園内はとても静かで、四季
を通じて「ひなまつり」「紅葉のライ
トアップ」などが行われます。写真の
建物は、観濤居という茶室です。

撮影者　秋本 悦男 氏
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無くそう暴力団 地域のために 未来のために
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賛助会員を募集しています
～多くの方の入会をお待ちしています～

●暴力団等反社会的勢力に関する情報を提供します。
●賛助会員章（プレート）、暴追センター機関紙、暴排ポスター、不当要

求対応マニュアル等の資料を提供します。
●暴追大会、セミナー等のご案内をいたします。
●税制上の優遇を受けることができます。

センターは公益法人ですので、賛助会費は税法上の寄附金として優遇措置
（控除の対象）を受けることができます。
個人会員の場合は税額控除※の対象となります。
※税額を算出した後、一定の計算式により税額を控除する制度。

●会員には

●賛助会会費 年額（口数の
　制限はありません。）

法人・団体
　　　  1口 10,000円
個　　　人
　　　  1口 5,000円

●入会のお申込は、事務局
　へご連絡ください。

（公財）栃木県暴力追放県民センターでは、暴力団排除活動に賛同してご
支援、ご協力いただける個人、団体、法人の入会をお待ちしております。

編 集
後 記

詳しくは、暴追センター
ホームページ
賛助会員募集のご案内を
ご覧ください。
賛助会入会申込みフォームからも入れます。

  キャッチフレーズの
「暴力団排除　完全
勝利！」は、バスケット
ボールＢリーグ2024
－25シーズンの年間
王者に輝いた「宇都
宮ブレックス」のファ
ン、選手、スタッフが
団結して一丸となり
試合に完全勝利する
姿と、県民、警察、弁
護 士 会 、暴 追 セン
ターが一丸となって
暴力団に完全勝利す
る姿を表現したもの
で、宇都宮ブレックス
の優勝記念にもなり
ました。

　　暴追センターからのお知らせ

～ 第17回暴力団追放栃木県民大会の開催 ～
　 開催日時 ：令和7年10月23日（木）13:30～　  開催場所 ：栃木県総合文化センター・サブホール

当センターでは、栃木県警察本部とともに、社会からの暴力団追放、根絶を図るため「第17回暴力団追放栃木県
民大会」を共催いたします。ご案内申し上げた皆様のご参加をお待ちしております。
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　この春、栃木県警察を退職し、５月23日から

当センターの専務理事に就任しました白𡈽𡈽𡈽

ざいます。

　どうぞ宜しくお願いいたします。

　県民の皆様におかれましては、平素から当セ

ンターの事業や運営に関し深いご理解とご協

力、またご支援を賜っておりますことに対し、心

より感謝申しあげます。

　さて、県内における暴力団情勢は、暴力団対

策法や暴力団排除条例による官民一体の暴力

団排除対策等により、全国と同様に暴力団員数

は減少傾向にあり、平成20年以降暴力団員に

よる行政対象暴力事件の発生はありません。

　しかしながら、近年、資金の一部が暴力団に

流れているとみられる「匿名･流動型犯罪グ

ループ」、いわゆる「トクリュウ」と呼ばれる犯罪

グループによる犯罪（強盗、窃盗、特殊詐欺、Ｓ

ＮＳ型投資･ロマンス詐欺など）被害が急増して

おり、青少年がＳＮＳなどを通じて安易な気持ち

で「闇バイト」に手を染めこの種犯罪に加担する

等、治安上大きな脅威となっております。

　暴力団等反社会的勢力の壊滅には、警察に

よる取締りはもちろんのこと、資金獲得の芽を

断ち切ることがなによりも大切であり、そのた

めには、社会全体が一体となって暴排意識を維

持拡充し、暴排活動を一層推進させて行かなけ

ればなりません。

　当センターといたしましては、引き続き、警察

や弁護士会等の関係機関はもとより、地域住民

や事業者等と緊密に連携し「安全で住み良い地

域社会の実現」のため、暴力団員等による不当

な要求等の防止に関する広報啓発･相談事業

及び犯罪被害者等の救済事業や暴力団排除組

織への支援事業等を行って参りますので、皆様

の変わらぬご理解とご協力、ご支援を賜ります

ようお願い申しあげ、私の就任挨拶とさせてい

ただきます。

専務理事　就任挨拶

公益財団法人栃木県暴力追放県民センター

専 務 理 事 　白 　 　 智

組対一課長　就任挨拶

　本年３月14日付けで組織犯罪対策第一課長に

着任しました手塚博でございます。誌面をお借りし

まして、一言御挨拶を申し上げます。

　皆様には、平素から暴力団排除活動を始め、警

察行政各般にわたり、深い御理解と多大な御尽力

をいただき、誠にありがとうございます。警察職員

を代表し、心より御礼申し上げます。

　さて、暴力団の現状につきましては、暴力団排除

活動を推進する皆様のお力添えもあって、令和６

年末における暴力団勢力数が全国で約18,800名、

県内で約530名と、いずれも統計開始以降最少数

を記録し、これに比例するように、暴力団構成員に

よる犯罪も、全国県内ともに年々減少傾向にあり

ます。

　しかしながら、本年４月には、県北地域で活動す

る稲川会系組長が、民間人を相手に傷害事件を引

き起こしたり、金銭の不当要求行為を行うなどし

ており、いずれも警察で事件検挙や中止命令書を

発出するなどしておりますが、このように未だ暴力

団は、県内各地域に根を張りながら、その示威活

動を継続させている実態が見受けられます。

　また、近年暴力団は、みかじめ料の徴収や違法

薬物の密売といった従来の資金獲得手段に加え、

「匿名・流動型犯罪グループ」をはじめとした反社

会的勢力と共謀して、特殊詐欺や強盗等の民間人

を対象とする資金源犯罪を敢行していることから、

こういった反社会的勢力の検挙及び実態解明も急

務とされているところです。このような情勢を踏ま

え、警察では、暴力団をはじめとする反社会的勢力

の弱体化及び壊滅に向け、部門の垣根を越えた、

情報の共有と実態解明を推進し、戦略的な取締り

などの対策を講じているところですが、これは警察

の力だけで成し遂げられるものではなく、関係機

関と地域住民、事業者の方々が一致団結し、社会

全体で取り組むことが必要となります。

　警察としましては、今後も県民の御理解を得つ

つ、事件検挙と皆様が行う暴力団排除活動を連動

させた総合的な対策を推進していきたいと考えて

おりますので、皆様におかれましては、引き続き、

暴力団からの被害に防止をはじめとする各種活動

に御尽力を賜りますようお願い申し上げます。

　結びに、栃木県暴力追放県民センターの益々の

御発展と、皆様の御健勝を祈念いたしまして、御挨

拶とさせていただきます。

栃木県警察本部　刑事部

組織犯罪対策第一課長　　手 塚  博
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栃木県内における暴力団情勢と主要事例

　　令和６年中、県警察では暴力団構成員等を183人（暫定値）検挙しており、検挙適用罪種は、覚醒剤取
締法違反、大麻取締法違反、傷害、詐欺、窃盗事件が主となっています。

　　また、栃木県内における指定暴力団員に対する中止命令発出件数は３件となっています。

暴力団検挙状況2

（1）　六代目山口組系組長らによる組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反事件
　　宇都宮駅東地区に所在する売春店経営者から、売春婦らを稼働させ得た犯罪収益の一部を、その情を

知りながら受け取ったことで、六代目山口組系組長ら複数名を検挙しています。
（2）　住吉会系幹部らに対する中止命令の発出

　　県内の飲食店経営者に対し、「正月のしめ飾り等を買ってほしい」等と告げて物品の購入を要求した
として、現場に立ち会った者及び住吉会系幹部に対し、中止命令を発出しました。

令和 6年中の主要事例3

（1）　令和６年末現在の県内暴力団勢力は、約45組織、約530名（前年比－20人）を把握しています。
（2）　県内の組織別の割合は、住吉会、六代目山口組、稲川会、松葉会の４組織で全体の約90％を占めてい

 ます。
（3）　県内の最大勢力は住吉会であり、全体の約56％を占めています。

県内の暴力団情勢1

暴追とちぎ  74号

指定暴力団分布図（25団体）
令和6年末現在

注１：本表の｢名称｣、｢主たる事務所の所在地｣及び｢代表する者｣は、令和７年３月６日現在のものを示しています。 
また、「勢力範囲」及び「構成員数」は、令和６年末現在のものを示しています。

注 2：令和６年末における全暴力団構成員数 ( 約 9,900 人 ) に占める指定暴力団構成員数 ( 約 9,500 人 ) の比率は 96.0％です。

二代目
あずまぐみ

東 組
（勢力範囲：１府）
（構成員数：約50人）
大阪府大阪市西成区山王1-11-8
代表する者　滝本　博司

十代目
さかうめぐみ

酒梅組
（勢力範囲：１府）
（構成員数：約10人）
大阪府大阪市西成区太子1-3-17
代表する者　李　正秀

五代目
あさのぐみ

浅野組

いけだぐみ

池田組

（勢力範囲：２県）
（構成員数：約50人）
岡山県笠岡市笠岡615-11
代表する者　中岡　豊

五代目
くどうかい

工藤會
（勢力範囲：３県）
（構成員数：約200人）
福岡県北九州市小倉北区宇佐町1-8-8
代表する者　野村　悟

八代目
あいづこてつかい

会津小鉄会
（勢力範囲：　　　　　　）１道２府１県
（構成員数：約40人）
京都府京都市左京区一乗寺 本町
21-4
代表する者　髙山　義友希

どうじんかい

道仁会
（勢力範囲：４県）
（構成員数：約310人）
福岡県久留米市京町247-6
代表する者　小林　哲治

二代目
しんわかい

親和会
（勢力範囲：１県）
（構成員数：約30人）
香川県高松市塩上町2-14-4
代表する者　 良　博文

たいしゅうかい

太州会
（勢力範囲：１県）
（構成員数：約70人）
福岡県田川市大字弓削田1314-1
代表する者　日高　博

四代目
ふくはくかい

福博会
（勢力範囲：２県）
（構成員数：約60人）
福岡県福岡市博多区千代5-18-15
代表する者　金　國泰

なみかわかい

浪川会
（勢力範囲：１都５県）
（構成員数：約140人）
福岡県大牟田市八江町38-1
代表する者　梅木　一馬

三代目
きょうどうかい

俠道会
（勢力範囲：５県）
（構成員数：約60人）
広島県尾道市山波町3025-1
代表する者　池澤　

六代目
きょうせいかい

共政会
（勢力範囲：１県）
（構成員数：約130人）
広島県広島市南区南大河町18-10
代表する者　荒瀬　進

四代目
こざくらいっか

小桜一家
（勢力範囲：１県）
（構成員数：約40人）
鹿児島県鹿児島市甲突町9-24
代表する者　平岡　喜榮

ぎょくりゅうかい

旭 琉 會
（勢力範囲：１県）
（構成員数：約210人）
沖縄県中頭郡北中城村字島袋
1362

こうべやまぐちぐみ

神戸山口組
（勢力範囲：１都１府7県）
（構成員数：約120人）
兵庫県加古郡稲美町中村字池之跡1379-10
代表する者　井上　邦雄

六代目
やまぐちぐみ

山口組
（勢力範囲：１都１道２府40県）
（構成員数：約3,300人）
兵庫県神戸市灘区篠原本町4-3-1
代表する者　篠田　建市

きずなかい

絆 會
（勢力範囲：１都１府９県）
（構成員数：約60人）
大阪府大阪市中央区島之内1-14-14
代表する者　金　禎紀

そうあいかい

双愛会
（勢力範囲：２県）
（構成員数：約80人）
千葉県市原市潤井戸1343-8
代表する者　椎 　宣

かんとうせきねぐみ

関東関根組
（勢力範囲：１都１道３県）
（構成員数：約80人）
茨城県土浦市桜町4-10-13
代表する者　大 　逸男

いながわかい

稲川会
（勢力範囲：１都１道15県）
（構成員数：約1,600人）
東京都港区六本木7-8-4
代表する者　辛　炳圭

すみよしかい

住吉会
（勢力範囲：１都１道14県）
（構成員数：約2,100人）
東京都新宿区新宿7-26-7
代表する者　小川　修

きょくとうかい

極東会
（勢力範囲：１都12県）
（構成員数：約300人）
東京都新宿区歌舞伎町2-18-12
代表する者　髙橋　仁

まつばかい

松葉会
（勢力範囲：１都７県）
（構成員数：約280人）
東京都台東区西浅草2-9-8
代表する者　伊藤　義克

（勢力範囲：
（構成員数：
岡山県岡山市北区田町2-12-2
代表する者　金　孝志

１道３県）
約60人）

七代目
ごうだいっか

合田一家
（勢力範囲：２県）
（構成員数：約30人）
山口県下関市竹崎町3-13-6
代表する者　金　教煥
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令和６年10月25日、宇都宮市立南図書館サザンクロスホールに
おいて、栃木県警察本部と共催で「企業防衛セミナー」を開催しました。

暴追とちぎ  74号

匿名・流動型犯罪グループ情勢 企業防衛セミナーの開催

当セミナーは、暴力団等反社会的勢力から企業を守り、暴力団等の追放・根絶を目的として、平
成12年から隔年で開催、今回は12回目で賛助会員等約300名が参加し、会場はほぼ満席となる盛
況でした。
表彰式の後、栃木県弁護士会民事介入暴力対策委員会委員長から「カスタマーハラスメント対応
について」と題する講話を受講しました。「カスタマーハラスメント対策は、基本的に暴力団等か
らの不当要求防止対策と同じである」旨の説明があり、参加者も事前対策の重要性について理解を
深めました。さらに同委員会所属弁護士５名により、飲食店においてラストオーダー経過後に、酔
客が執拗に酒の追加注文をした場合の良否の対応例について、ロールプレイングを行いました。
参加者からは「会社でもカスタマーハラスメント対策に取り組んでいたが、寸劇を見て対策の基
本や対応要領は暴力団対策と同じだということが具体的に理解できた。今後の業務に役立てた
い。」などの意見が多数寄せられるなど、暴力団排除対策をより一層進展させ、暴力団等反社会的
勢力から企業を防衛することの重要性について、認識を深めるセミナーとなりました。

匿名・流動型犯罪グループの特徴とその対策
● 匿名・流動型犯罪グループの特徴
　　近年、暴力団の勢力が減衰していく中、暴走族の元構成員や暴力団の元構成員等を中心として、繁華
街・歓楽街等で活動している準暴力団に加えて、新たな特徴を有する「匿名・流動型犯罪グループ」が台
頭し、治安対策上の脅威となっています。暴力団は、構成員同士が擬制的な血縁関係によって結び付
き、多くの場合、「組長」の統制の下に、地位の上下によって階層的に構成されており、組織の威力を背景
に又は威力を利用して資金獲得活動を行っていました。これに対し、匿名・流動型犯罪グループは、各種
資金獲得活動により得た収益を吸い上げている中核部分は匿名化されており、また、SNSや求人サイトを
通じるなどして緩やかに結び付いたメンバー同士が役割を細分化させ、その都度、犯罪実行者募集情報
への応募者を末端の実行犯として、言わば「使い捨て」にするなど、メンバーを入れ替えながら多様な資
金獲得活動を行うため、組織の把握やメンバーの特定が容易ではないという特徴を有しています。

◆ 暴力団及び匿名・流動型犯罪グループの特徴
　　具体的には、犯罪を敢行する
に当たって、SNS等において、
「高額バイト」等の表現を用い
たり、仕事の内容を明らかにせ
ずに著しく高額な報酬の支払を
示唆したりするなどして、犯罪の
実行犯を募集している実態が認
められます。匿名・流動型犯罪
グループは、このような犯罪実

行者募集情報への応募者に対して、あらかじめ運転免許証や顔写真等の個人の特定に資する情報を
匿名性の高い通信手段を使用して送信させることで、応募者が犯行をちゅうちょしたり、グループから
の離脱意思を示したりした場合には、個人情報を把握しているという優位性を利用して脅迫するなど
して服従させ、実行犯として繰り返し犯罪に加担させるなどの状況がみられます。また、応募者が犯罪
を敢行したとしても約束した報酬が支払われない場合もあります。

　　また、匿名・流動型犯罪グループは、特殊詐欺をはじめ、組織的な強盗や窃盗、違法なスカウト行為、
悪質なリフォーム業、薬物密売等の様々な犯罪を敢行し、その収益を有力な資金源としているほか、犯
罪によって獲得した資金を風俗営業等の新たな資金獲得活動に充てるなど、その収益を還流させなが
ら、組織の中核部分が利益を得ている構造がみられます。

　　匿名・流動型犯罪グループの中には、その資金の一部
が暴力団に流れているとみられるものや、暴力団構成員
をグループの首領やメンバーとしているもの、暴力団構
成員と共謀して犯罪を行っているものも確認されていま
す。暴力団と匿名・流動型犯罪グループは、何らかの関
係を持ちつつ、両者の間で結節点の役割を果たす者も
存在するとみられます。

◆ 犯罪の実行犯を募集する手口
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暴追とちぎ  74号

栄えある受賞 栃木県暴力追放県民センターの活動状況
少年指導委員研修

　令和６年９月26日、栃木県警察本部生活安全部
人身安全少年課とともに、少年を暴力団から守る活
動の一環として少年指導委員研修を行いました

令和７年度
第１回理事会

　開催状況(令和７年５月９日)

令和７年度
定時評議員会

　開催状況(令和７年５月23日)

令和７年度
臨時理事会

　開催状況(令和７年５月23日)

年末パトロールの実施令和６年度全国暴力追放功労者表彰

●暴力追放功労者
　　◦須 賀  正 人  様
　　◦山 中  　 昇  様

●暴力追放功労団体
　　◦栃木警察署管内ゴルフ場
　　 防犯暴排交通協議会 様
　　（ 会長 南 條  孝 淳）

令和６年度関東管区警察局長・関東管区内暴力追放運動推進センター連絡協議会会長連名表彰

●暴力追放功労者
　　◦小 池  亮 史  様
　　◦髙 橋  　 純  様
　　◦布 瀬  幸 弘  様
●暴力追放功労団体
　　◦株式会社栃木県民球団・
　　 栃木ゴールデンブレーブス 様
　　（ 代表取締役社長 江 部  達 矢 ）

令和６年度栃木県暴力追放県民センター会長・栃木県警察本部長連名表彰

　令和６年12月６日、宇都宮市オリオン通り
において行われた年末特別警戒パトロールに
参加しました

不当要求防止責任者講習の実施
　令和６年度中、県内各地において、栃木県警察本部、栃木県弁
護士会とともに、行政職員及び民間企業の責任者を対象とし
て、合計23回にわたり、不当要求防止責任者講習を開催し、暴
力団等反社会的勢力に対する不当要求防止対策を行いました

●暴力追放栄誉銅賞
　　◦上 田  雅 　  様

●暴力追放功労団体
　　◦一般社団法人生命保険協会栃木県協会 様
　　（ 会長 木 田  裕 康 ）
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過去５年間に、反社会的勢力からの
不当要求を受けたことがありますか。

不当要求防止責任者講習における　　　
アンケート調査結果

不当要求防止責任者講習における　　　
アンケート調査結果

問1

3.0%34ある

97.0%1116ない（ない場合は、問７へ）

1150合　計

不当要求への
対応について（複数回答可）問4

27.9%12警察、暴追センター、弁護士等と連携して対応した

11.6%5不当要求対応マニュアルに沿って対応した

0.0%0暴力団排除条項（契約書・取引約款等の暴力団排除条項）を活用して対応した

2.3%1インターネットを活用し、対応要領等を見て対応した

46.5%20職場の上司、家族、知人に相談して対応した

11.6%5その他

43合　計

不当要求の相手方について
（複数回答可）問2

12.2%5暴力団

19.5%8暴力団と関係する者

4.9%2暴力団関係企業の役員等

51.2%21クレーマー

51.6%621定期講習

講習種別

48.4%582選任時講習

0.0%0臨時講習

1203合 計

1203受講者数

1150回答数

95.6%回答率

12.2%5その他

41合　計

不当要求への
対処について問5

76.5%26一切応じなかった

23.5%8一部に応じた

0.0%0すべて応じた

34合　計

不当要求に応じた理由について
（複数回答可）問6

9.1%1報復、糾弾等を受けることを恐れたから

18.2%2トラブルの拡大を恐れたから

9.1%1威圧的だったから

0.0%0対応に不慣れだったから

9.1%1要求金額が少額だったから

27.3%3当方にも非があると考えたから

0.0%0不当要求に応じておけば、逆に役立つこともあると思ったから

27.3%3その他

11合　計

あなたの事業所にＷｅｂ会議等を行うために
必要なネット環境はありますか問7

77.3%890ある

22.7%262ない

1152合　計

不当要求の内容について
（複数回答可）問3

10.8%4建設工事を要求する行為

5.4%2工事発注や下請参入等を要求する行為

2.7%1機関誌、書籍等の購読（入）を要求する行為

0.0%0寄付金、賛助金、会費等を要求する行為

2.7%1物品購入やリース契約を要求する行為

48.6%18因縁をつけて金品や値引きを要求する行為

10.8%4特定の相手と取引すること又は取引しないことを要求する行為

2.7%1土地、家屋の明渡し料、立退き料等を要求する行為

0.0%0みかじめ料や用心棒料を要求する行為

8.1%3交通事故の示談に介入し、金品を要求する行為

8.1%3借金、ローンの免除や借金返済の猶予を要求する行為

0.0%0口止め料を要求する行為

37合　計

アンケート調査にご協力いた
だきました各企業、行政機
関の皆様に厚くお礼
申し上げます。

暴力団排除ポスター等の作成
　バスケットボールＢリーグ2024－25シーズン
の年間王者に輝いた「宇都宮ブレックス」、栃木
県警察本部と連携しポスター及びクリアファイ
ルを作成し、広報啓発活動に活用しました

大相撲宇都宮場所における
広報啓発活動

過去５年間に、反社会的勢力からの
不当要求を受けたことがありますか。

　令和７年４月18日、宇都宮市のブレックス
アリーナにおいて行われた大相撲宇都宮場所
については大盛況の中、常磐山部屋の新隆山
のご協力を得て、暴力団排除広報啓発活動を
行いました

不当要求防止責任者講習における　　　
アンケート調査結果

不当要求防止責任者講習における　　　
アンケート調査結果

県民の日における広報啓発活動

問1

3.0%26ある

97.0%832ない（ない場合は、問７へ）

858合　計

不当要求への
対応について（複数回答可）問4

21.2%7警察、暴追センター、弁護士等と連携して対応した

15.2%5不当要求対応マニュアルに沿って対応した

0.0%0暴力団排除条項（契約書・取引約款等の暴力団排除条項）を活用して対応した

0.0%0インターネットを活用し、対応要領等を見て対応した

57.6%19職場の上司、家族、知人に相談して対応した

6.1%2その他

33合　計

不当要求の相手方について
（複数回答可）問2

7.7%2暴力団

7.7%2暴力団と関係する者

0.0%0暴力団関係企業の役員等

76.9%20クレーマー

45.7%414定期講習

講習種別

54.3%492選任時講習

0.0%0臨時講習

906合 計

906受講者数

858回答数

94.7%回答率

7.7%2その他

26合　計

不当要求への
対処について問5

76.9%20一切応じなかった

23.1%6一部に応じた

0.0%0すべて応じた

26合　計

不当要求に応じた理由について
（複数回答可）問6

0.0%0報復、糾弾等を受けることを恐れたから

10.0%1トラブルの拡大を恐れたから

10.0%1威圧的だったから

10.0%1対応に不慣れだったから

20.0%2要求金額が少額だったから

30.0%3当方にも非があると考えたから

0.0%0不当要求に応じておけば、逆に役立つこともあると思ったから

20.0%2その他

10合　計

あなたの事業所にＷｅｂ会議等を行うために
必要なネット環境はありますか問7

85.0%729ある

15.0%129ない

858合　計

不当要求の内容について
（複数回答可）問3

3.4%1建設工事を要求する行為

10.3%3工事発注や下請参入等を要求する行為

3.4%1機関誌、書籍等の購読（入）を要求する行為

0.0%0寄付金、賛助金、会費等を要求する行為

6.9%2物品購入やリース契約を要求する行為

37.9%11因縁をつけて金品や値引きを要求する行為

20.7%6特定の相手と取引すること又は取引しないことを要求する行為

0.0%0土地、家屋の明渡し料、立退き料等を要求する行為

0.0%0みかじめ料や用心棒料を要求する行為

6.9%2交通事故の示談に介入し、金品を要求する行為

10.3%3借金、ローンの免除や借金返済の猶予を要求する行為

0.0%0口止め料を要求する行為

29合　計

アンケート調査にご協力いた
だきました各企業、行政機
関の皆様に厚くお礼
申し上げます。

暴追とちぎ  74号

ラッピングバスによる広報
　宇都宮ブレックスモデルの暴力団排除ラッピングバス（宇都
宮市内外を運行）により、広報啓発活動を行いました

ＪＲ宇都宮駅における横断幕の掲示
　ＪＲ宇都宮駅西口ペディストリアンデッキにおいて、「加入阻止
暴力排除の　第一歩」との横断幕を掲示して、広報啓発活動を
行いました

　令和７年６月15日、栃木県庁にお
いて行われた「県民の日」のイベント
会場において、栃木県警察本部とと
もに広報啓発活動を行いました
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0.0%0暴力団関係企業の役員等

76.9%20クレーマー

45.7%414定期講習

講習種別

54.3%492選任時講習

0.0%0臨時講習

906合 計

906受講者数

858回答数

94.7%回答率

7.7%2その他

26合　計

不当要求への
対処について問5

76.9%20一切応じなかった

23.1%6一部に応じた

0.0%0すべて応じた

26合　計

不当要求に応じた理由について
（複数回答可）問6

0.0%0報復、糾弾等を受けることを恐れたから

10.0%1トラブルの拡大を恐れたから

10.0%1威圧的だったから

10.0%1対応に不慣れだったから

20.0%2要求金額が少額だったから

30.0%3当方にも非があると考えたから

0.0%0不当要求に応じておけば、逆に役立つこともあると思ったから

20.0%2その他

10合　計

あなたの事業所にＷｅｂ会議等を行うために
必要なネット環境はありますか問7

85.0%729ある

15.0%129ない

858合　計

不当要求の内容について
（複数回答可）問3

3.4%1建設工事を要求する行為

10.3%3工事発注や下請参入等を要求する行為

3.4%1機関誌、書籍等の購読（入）を要求する行為

0.0%0寄付金、賛助金、会費等を要求する行為

6.9%2物品購入やリース契約を要求する行為

37.9%11因縁をつけて金品や値引きを要求する行為

20.7%6特定の相手と取引すること又は取引しないことを要求する行為

0.0%0土地、家屋の明渡し料、立退き料等を要求する行為

0.0%0みかじめ料や用心棒料を要求する行為

6.9%2交通事故の示談に介入し、金品を要求する行為

10.3%3借金、ローンの免除や借金返済の猶予を要求する行為

0.0%0口止め料を要求する行為

29合　計

アンケート調査にご協力いた
だきました各企業、行政機
関の皆様に厚くお礼
申し上げます。

暴追とちぎ  74号

ラッピングバスによる広報
　宇都宮ブレックスモデルの暴力団排除ラッピングバス（宇都
宮市内外を運行）により、広報啓発活動を行いました

ＪＲ宇都宮駅における横断幕の掲示
　ＪＲ宇都宮駅西口ペディストリアンデッキにおいて、「加入阻止
暴力排除の　第一歩」との横断幕を掲示して、広報啓発活動を
行いました

　令和７年６月15日、栃木県庁にお
いて行われた「県民の日」のイベント
会場において、栃木県警察本部とと
もに広報啓発活動を行いました



今 号 表 紙の
暴追とちぎ令和7年9月号

（通巻74号）

「庭園の秋」
　写真は掬翠園と呼ばれ、栃木県
鹿沼市のほぼ中心に位置し、近く
には市役所、今宮神社などがあり
ます。庭園内はとても静かで、四季
を通じて「ひなまつり」「紅葉のライ
トアップ」などが行われます。写真の
建物は、観濤居という茶室です。

撮影者　秋本 悦男 氏

きく  すい  えん

かん  とう  きょ

第74号
令和7年9月

無くそう暴力団 地域のために 未来のために

公益財団法人 栃木県暴力追放県民センター
宇都宮市昭和3丁目2番8号　しもつけ会館内　TEL 028-627-2995

TOCHＩGＩ Vｉoｌence Banｉshment Center(Pubｌｉc Interest ｉncorprated Foundatｉon)
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賛助会員を募集しています

～多くの方の入会をお待ちしています～

●暴力団等反社会的勢力に関する情報を提供します。
●賛助会員章（プレート）、暴追センター機関紙、暴排ポスター、不当要

求対応マニュアル等の資料を提供します。
●暴追大会、セミナー等のご案内をいたします。
●税制上の優遇を受けることができます。

センターは公益法人ですので、賛助会費は税法上の寄附金として優遇措置
（控除の対象）を受けることができます。
個人会員の場合は税額控除※の対象となります。
※税額を算出した後、一定の計算式により税額を控除する制度。

●会員には

●賛助会会費 年額（口数の
　制限はありません。）

法人・団体
　　　  1口 10,000円
個　　　人
　　　  1口 5,000円

●入会のお申込は、事務局
　へご連絡ください。

（公財）栃木県暴力追放県民センターでは、暴力団排除活動に賛同してご
支援、ご協力いただける個人、団体、法人の入会をお待ちしております。

編 集
後 記

詳しくは、暴追センター
ホームページ
賛助会員募集のご案内を
ご覧ください。
賛助会入会申込みフォームからも入れます。

  キャッチフレーズの
「暴力団排除　完全
勝利！」は、バスケット
ボールＢリーグ2024
－25シーズンの年間
王者に輝いた「宇都
宮ブレックス」のファ
ン、選手、スタッフが
団結して一丸となり
試合に完全勝利する
姿と、県民、警察、弁
護 士 会 、暴 追 セン
ターが一丸となって
暴力団に完全勝利す
る姿を表現したもの
で、宇都宮ブレックス
の優勝記念にもなり
ました。

　　暴追センターからのお知らせ

～ 第17回暴力団追放栃木県民大会の開催 ～
　 開催日時 ：令和7年10月23日（木）13:30～　  開催場所 ：栃木県総合文化センター・サブホール

当センターでは、栃木県警察本部とともに、社会からの暴力団追放、根絶を図るため「第17回暴力団追放栃木県
民大会」を共催いたします。ご案内申し上げた皆様のご参加をお待ちしております。


